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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成25年4月11日(2013.4.11)

【公開番号】特開2011-209021(P2011-209021A)
【公開日】平成23年10月20日(2011.10.20)
【年通号数】公開・登録公報2011-042
【出願番号】特願2010-75370(P2010-75370)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ   3/40     (2006.01)
   Ｆ１６Ｃ  33/64     (2006.01)
   Ｆ１６Ｃ  33/62     (2006.01)
   Ｃ２１Ｄ   9/40     (2006.01)
   Ｃ２１Ｄ   1/06     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ   8/32     (2006.01)
   Ｇ０１Ｍ  13/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   3/40    　　　Ｆ
   Ｆ１６Ｃ  33/64    　　　　
   Ｆ１６Ｃ  33/62    　　　　
   Ｃ２１Ｄ   9/40    　　　Ｚ
   Ｃ２１Ｄ   1/06    　　　Ａ
   Ｃ２３Ｃ   8/32    　　　　
   Ｇ０１Ｍ  13/04    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月27日(2013.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
　前記浸炭窒化層の表面における窒素濃度が０．１質量％以上である、請求項１～３のい
ずれか１項に記載の軸受部品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　上記軸受部品では、浸炭窒化層の表面における窒素濃度が０．１質量％以上であっても
よい。この場合、軸受部品の寿命延長を確実に図ることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　上記検査方法において、軸受部品における浸炭窒化層の表面において確認される窒素濃



(2) JP 2011-209021 A5 2013.4.11

度は０．１質量％以上であってもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　上記軸受部品（内輪１、外輪２、玉３）では、浸炭窒化層の表面であるたとえば転走面
における窒素濃度が０．１質量％以上である。この場合、軸受部品（内輪１、外輪２、玉
３）の寿命延長を確実に図ることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　上記検査方法において、軸受部品における浸炭窒化層の表面において確認される窒素濃
度は０．１質量％以上である。この場合、当該表面の窒素濃度について、軸受部品の寿命
延長効果を得られるレベルとなっているため、当該検査方法により合格と判定された軸受
部品では寿命延長効果を確実に得ることができる。
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